クラブ役員選挙について
２０１０～２０１１年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３３５－A地区

会則委員長　田中　充
クラブ役員選挙（クラブ会則・付則第４条選挙と空席補充）

　　　本クラブの役員は前会長を除き次の手続きによって選出される。

１、クラブ役員（クラブ会則・付則第２条）

クラブ理事会を構成する役員である。

　　会長、前会長、第１副会長、第２副会長（副会長は複数）、幹事、会計、

会員理事、ライオン・テーマ（設置は任意）、テール・ツイスター（設置は任意）、

１年理事、２年理事。

最低１１名の役員構成。任意を除けば９名が役員構成。

２、理事の任期は２年、１年目の理事を１年理事・２年目の理事を２年理事と呼称する。原則として１年目の理事は次年度２年理事となるので指名・選挙の必要なし。

　　但し、その年度において新たに２年理事を指名した場合はその２年理事は指名・選挙をする必要がある。

３、会員理事は、クラブ組織の会員委員会構成員であり、会員委員長が理事会構成員会員理事となる。会員委員会は選出される３年間任期の３名で構成され、毎年１名の委員が選出しローテーション・システムにより１年ずつ順に委員・副委員長

　　委員長を務める。

４、会員数の減少に伴い、会長・幹事の留任・クラブ役員構成員（理事会構成員）の留任があるが、そのクラブは同様に指名委員の指名、指名会・選挙会を経て役員選出を行うこと。
クラブ役員選出は、前会長・２年理事・会員理事を除き下記の手続によって選出する。

（１）会長は１月理事会（２月理事会でも可能）において次期役員指名委員を任命する。指名委員の選出はクラブ理事会の承認が必要。

指名委員とは、３月に開催される指名会（クラブ付則第４条１項）に上程する次期クラブ役員候補者名を選出する委員会で、委員長は委員会の互選が望ましい。指名委員の数は３～５名（クラブ規模により変動する）が適当であるが、これはあくまでも会長の任命権に基づくものでそれぞれのクラブで設定することが望ましい。

毎年一定のルールに基づいて任命する事が安定したクラブ運営に大きく貢献するものと思われる。　次の事柄を配慮し指名委員を任命するべきである。

1 継続性を維持するためにクラブ実情に精通した会員。

2 各年齢層、ライオン歴を考慮しそれぞれの声を反映できる会員。

3 指名委員の任命は、理事会承認後例会報告し会員に周知させる事。

4 指名委員に現職の会長・幹事は選出しない。

（２）２月中に指名委員会を開催し慎重審議の上役員選出・指名する。

　　　会長は次期役員を選出する責任者であり、委員会の開催招集は会長の職責。

　　　会長は職権委員（クラブ付則第７条３項）として必ず出席し指針を示す事。

　　　この委員会は、通常役員の定数だけの候補者を選出するが、開会に当たりクラブ会則第７条（役員）第８条（理事会）の項を認識し対処する必要がある。

（３）次期役員指名会（例会）は３月中に開催。（クラブ付則第４条１項）

　　　理事会は指名会開催の開催日時・場所を決定し、その期日の少なくとも１４日前に書面で会員に通知する事。

1  指名委員会で取りまとめた次期役員候補者を次期役員指名会で委員　　　　

長が発表する。　
指名会まで、取りまとめた次期役員候補者名を公表しないことが望ま

しい。
2  次期役員指名会の席上において、会員は自ら、あるいは指名委員会の  　

発表した以外に推薦したい会員があれば候補者名を指名する事が出来る。
3  以上で指名会は終了し、次期役員候補者の指名が締め切られる。

（４）就任不可能の被指名（クラブ付則第４条３項）

　　　指名会から選挙会に至る間に、指名された候補者が何らかの理由によってその役職への就任が不可能になった場合、他に推薦された候補者がいないときには指名委員会はその役員追加候補者名を選挙会に提出する。

　　　しかし、役員に就任することは大きなアクティビティで辞退するべきでない。

（５）次期役員選挙会は４月１５日までに開催する。（クラブ付則第４条４項）
　　　理事会は選挙会開催の開催日時・場所を決定し、その期日の少なくとも１４日前に書面で会員に通知する。選挙会では次期役員候補者に対して投票、またはその他の方法で承認を求める事を明記すること。

　　　選挙会において、会員はその席から候補者を指名することはできない。

　　　定数通りの候補者の場合は、投票は省略し会長が各候補者の氏名を読み上げ確認することで選挙会が成立する場合がある。

（６）最終例会（年次例会）において、次期役員氏名を発表することでクラブ付則第４条５項を満たす（年次選挙）

（７）会員理事は、会員委員会に選出された３年任期の３名で構成され、毎年１名の委員が選出される。１年目の構成員は委員会の委員、２年目の構成員は委員会の副委員長、３年目の構成員は委員会の委員長となり理事会の会員理事となる。
　　　会員委員会の委員の選出はクラブ役員と同等に取り扱われるべきである。
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